
平 成 30 年
12月11日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

保
安
林
指
定
施
業
要
件
の
変
更
（
森
林
整
備
課
）

一

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
所
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報
（
畜
産
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…

○
教
委
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
四
百
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
昭
和
六
十
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
一
号
（
二
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
）
、
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
二
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
三
十
八
号
（
三

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
、
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
四

号
（
一
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
及
び
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
五
年
農
林
水
産
省
告
示

第
三
十
五
号
（
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

市
建
設
農
林
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
市
東
厚
保
町
山
中
字
浴
口
一
三
二
、
一
三
八
か
ら
一
四
〇
ま
で
、
一
四
二
、
一
四
四
、
一
五

一
、
秋
芳
町
嘉
万
字
焼
ノ
河
内
一
一
〇
五
六
の
一
、
一
一
〇
五
六
の
二
、
一
一
〇
五
六
の
一
〇
、
一

一
〇
五
六
の
六
八
か
ら
一
一
〇
五
六
の
七
〇
ま
で
、
於
福
町
上
字
黒
ケ
谷
一
八
〇
九
か
ら
一
八
一
七

ま
で
、
一
八
一
七
の
一
か
ら
一
八
一
七
の
一
六
ま
で
、
一
八
一
七
の
二
〇
か
ら
一
八
一
七
の
二
二
ま

で
、
一
八
一
七
の
二
四
、
一
八
一
七
の
二
六
、
一
八
一
七
の
二
七
、
一
八
一
七
の
二
九
か
ら
一
八
一

七
の
三
二
ま
で
、
一
八
一
七
の
三
五
、
一
八
一
七
の
三
六
、
一
八
一
七
の
三
八
か
ら
一
八
一
七
の
四

〇
ま
で
、
一
八
一
七
の
四
三
、
一
八
一
七
の
四
五
、
一
八
一
七
の
四
六
、
一
八
一
七
の
四
九
、
一
八

一
七
の
五
一
、
一
八
一
七
の
五
二
、
一
八
一
七
の
五
四
か
ら
一
八
一
七
の
五
九
ま
で
、
一
八
一
七
の

六
一
か
ら
一
八
一
七
の
六
五
ま
で
、
一
八
一
七
の
六
七
、
一
八
一
七
の
六
八
、
一
八
一
七
の
七
〇
、

一
八
一
八
か
ら
一
八
二
〇
ま
で
、
一
八
二
二
、
二
九
八
六
、
二
九
八
七
、
二
九
八
七
の
一
、
二
九
八

八
、
二
九
八
九
、
二
九
八
九
の
一
、
二
九
九
〇
、
二
九
九
一
、
二
九
九
一
の
一
、
二
九
九
二
、
二
九

九
三
、
二
九
九
三
の
一
か
ら
二
九
九
三
の
三
ま
で
、
二
九
九
六
か
ら
二
九
九
八
ま
で
、
二
九
九
八
の

一
、
二
九
九
八
の
二
、
二
九
九
九
、
二
九
九
九
の
一
、
三
〇
〇
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美
祢
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
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（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

市
建
設
農
林
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
市
秋
芳
町
青
景
字
一
ノ
谷
一
〇
〇
四
四
、
一
〇
〇
、
一
〇
三
、
一
〇
五
、
一
〇
六
、
一
〇
七

の
一
、
字
掛
ノ
上
一
〇
一
九
四
の
四
、
一
〇
一
九
四
の
一
〇
、
一
〇
一
九
四
の
一
二
、
一
〇
一
九
四

の
二
七
、
秋
芳
町
別
府
字
上
ノ
浴
五
五
、
五
八
、
一
二
七
四
三
、
字
芹
田
一
一
五
四
三
、
一
一
五
四

四
、
一
一
五
四
五
の
一
、
一
一
五
四
五
の
二
、
一
一
五
四
六
、
一
一
五
四
七
の
一
、
一
一
五
四
七
の

二
、
一
一
五
四
八
の
一
、
一
一
五
四
八
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美
祢
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

市
建
設
農
林
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
所
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
年
山
口
県
告
示
第
三
百
九
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

普
通
証
紙

を

岩
国
県
税
事
務
所

岩
国
市
三
笠
町
一
丁
目
一
番
一
号

〃

」

「
岩
国
県
税
事
務
所

岩
国
市
三
笠
町
一
丁
目
一
番
一
号

普
通
証
紙
」
に
改
め
る
。

公

告

（
二
七
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
七
月
三
十
一
日
山
口
県
公
告
（
一
六
五
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

口
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

ま
す
。平

成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
グ
ラ
ン
山
口

所
在
地

山
口
市
黒
川
三
七
四
三
の
三

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
二
八
〇
）
家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水

産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き
、
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

種
畜
証
明
書

番
号

名

前

品

種

生
年
月
日

産

地
検
査
成
績
飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

三
一
七
〇
四
〇

四
〇
〇
四
五

Ｃ
一
一
四
三

そ
の
他
平
成
二
八
、

七
、

六
宮
城
県
級
外
岩
国
市
錦
町
宇
佐
郷

プ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株
式

会
社
山
口
Ａ
Ｉ
セ
ン

タ
ー

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
二
二

Ｃ
一
一
四
九

〃

平
成
二
九
、

九
、
三
〇
〃

〃

〃〃 二
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三
一
七
〇
四
〇

四
〇
一
一
四

Ａ
Ｂ
七
一
一

〃

〃
三
、
一
七
〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
〇
一

Ａ
Ｂ
七
一
四

〃

〃
七
、
二
八
〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
〇
二

Ａ
Ｂ
七
一
五

〃

〃
九
、
一
五
〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
〇
七

Ａ
Ｂ
七
二
一

〃

〃
〃

一
〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
〇
八

Ａ
Ｂ
七
二
二

〃

〃
〃

五
〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
一
五

Ａ
Ｂ
七
二
九

〃

〃
〃

二
八
〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
一
六

Ａ
Ｂ
七
三
〇

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
三
九

Ｈ
Ｄ
〇
二
一

〃

〃
〃

二
二
〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
四
四

Ｈ
Ｄ
〇
二
六

〃

〃
〃

六
〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
四
七

Ｈ
Ｄ
〇
二
九

〃

〃
〃

二
五
〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
四
八

Ｈ
Ｄ
〇
三
〇

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃〃

三
一
八
〇
四
〇

一
〇
〇
五
一

Ｈ
Ｄ
〇
三
三

〃

〃一
〇
、

五
〃

〃

〃〃

教
育
委
員
会

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
七
項
中
「
に
従
事
す
る
」
を
「
を
つ
か
さ
ど
る
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
」
を
「
事
務
職
員
そ
の
他
の
職
員
が
行
う
事
務
を
総
括

す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
及
び
保
証
人
」
を
削
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
及
び
保
証
人
」
を
削
り
、
「
き
か
な
け
れ
ば
」
を
「
聴
か
な
け
れ
ば
」
に
改

め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

二

山 口 県 報 （定期） 第 3018 号平成30年12月11日 火曜日

三

山 口 県 報 （定期） 第 3018 号平成30年12月11日 火曜日



「

」
を

総
合
的
な
学
習
の
時
間

「

」
に
改
め
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間

総
合
的
な
探
究
の
時
間

同
様
式
の
注
⚓
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
中

「

」
を

総
合
的
な
学
習
の
時
間

「

」
に
改
め
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間

総
合
的
な
探
究
の
時
間

同
様
式
の
別
紙
の
注
⚒
を
削
り
、
同
注
⚑
を
同
注
と
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

「

」
を

総
合
的
な
学
習
の
時
間

「

」
に
改
め
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間

総
合
的
な
探
究
の
時
間

同
様
式
の
注
⚔
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第
七
項
、
第
十
五

条
第
二
項
及
び
別
記
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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